
大泉町立図書館 公衆無線 LAN 利用規程 

 

（趣旨） 

第 1 条 この規程は、大泉町立図書館（以下、「図書館」という。）が設置する無線によるイ

ンターネット接続環境（以下、「無線 LAN」という。）の利用に関して必要な事項を定める

ものとする。 

 

（設置目的） 

第 2 条 図書館は、調査・研究、ビジネスに関する情報提供サービスの一環として、インタ

ーネット上の情報を活用した利用者個人の利用に供するため、当無線 LAN 機器を設置す

る。 

 

(利用者の資格) 

第 3 条 当無線 LAN の利用希望者は、本規程に同意のうえ、図書館の定める認証方法に

より利用者認証を行った者に限り利用することができる。 

２ 利用者は、当無線ＬＡＮの利用に際し、不正アクセス行為の禁止等に関する法律（平成 

11 年法律第 128 号）その他関係法令等を遵守しなければならない。 

 

（利用するための機器） 

第 4 条 当無線 LAN の利用を希望する者（以下、「利用希望者」という。）は、自身で利用

するための機器を用意することとし、図書館は無線 LAN 利用のための機器類の貸出は行

わない。 

２ 機器類を使用するにあたっての電源の使用について、図書館の定めた使用方法及び場所

においてのみ使用することができる。 

 

（利用時間） 

第 5 条 利用時間は、当無線 LAN を提供する図書館の開館時間に準じる。 

 

（利用料金） 

第 6 条 当無線 LAN の利用は無料とする。 

 

(利用可能な範囲) 

第 7 条 図書館内で当無線 LAN を利用できるのは、図書館が利用許可した場所のみとす

る。 

 

 



（パスワードの管理） 

第 8 条 利用者は、取得したパスワードの管理責任を負うものとする。 

２ 利用者は、パスワードを他の者に使用させる行為、又は貸与、譲渡等をしてはならない。 

 

（禁止事項） 

第 9 条 当無線 LAN 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。 

(1) 他の利用者、第三者の著作権、若しくはその他の権利を侵害する行為、または侵害する

おそれのある行為。 

(2) 他の利用者、第三者の財産、若しくはプライバシーを侵害する行為、又は侵害するおそ

れのある行為。 

(3) 上記(1)(2)の他、他の利用者に不利益若しくは損害を与える行為、又は与えるおそれの

ある行為。 

(4) 他の利用者、又は第三者を誹謗中傷する行為。 

(5) 公序良俗に反する行為若しくはそのおそれのある行為、又は公序良俗に反する情報を提

供する行為。 

(6) 犯罪的行為、若しくは犯罪的行為に結び付く行為、又はそのおそれのある行為。 

(7) コンピュータウイルス等の有害なプログラムを当無線 LAN を通じて、若しくは当無

線 LAN に関連して使用し、又は提供する行為。 

(8) 通信販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引、又はその他の目的で特定、又は不特

定多数に大量のメールを送信する行為。 

(9) 図書館備品類の破損、及び汚損。 

(10) 前各号に掲げるもののほか、法令および当規程に違反する行為、又は違反するおそれ

のある行為。 

 

（利用の停止・取消） 

第 10 条 利用者が以下の項目に該当する場合、図書館は事前に通知することなく、直ちに

当該利用者の利用を停止又は利用資格を取り消すことができるものとする。 

(1) 前条で禁止している事項に該当する行為を行った場合 

(2) その他、本規程に違反した場合 

(3) その他、当サービスの利用にあたり不適切と図書館が判断した場合 

 

（運用の中止） 

第 11 条 図書館は、以下の理由により、当無線 LAN の運用を中止できるものとする。 

(1) 当無線 LAN のシステムの保守、又は工事を定期的又は緊急に行う場合 

(2) 当無線 LAN のシステムに係る設備やネットワークの障害等、やむを得ない事由があ

る場合 



(3) 図書館主催の行事、機器のメンテナンス、その他図書館が当無線 LAN の運用上、一時

的な中断が必要と判断した場合 

 

（免責事項） 

第 12 条 図書館は、当無線 LAN のサービスの内容及び利用者が当無線 LAN を通じて得

る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性及び安全性等につき、いかなる保

証も行わないものとする。 

２ 当無線 LAN のサービスの提供、遅滞、変更、中止若しくは廃止、当無線 LAN サービ

スを通じて登録、提供若しくは収集された利用者の情報の消失、利用者の機器のコンピュー

タウイルス感染等による被害、データの破損、漏洩、その他当無線 LAN に関連して利用

者、又は第三者が被ったいかなる損害についても、図書館は一切責任を負わないものとする。 

３ 利用者がインターネット上で利用した有料サービスについては、その理由を問わず当該

利用者が費用を負担するものとし、図書館は一切責任を負わないものとする。 

４ 当無線 LAN への接続に係る利用者の機器の設定は、利用者自身が行うものとする。利

用者自身の機器の機種、ＯＳ、ソフト等によって、当無線 LAN を利用できない場合があっ

ても、図書館は一切責任を負わないものとする。 

５ パスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は利用者が

負うものとし、図書館は一切の責任を負わない。 

６ 利用者が当無線 LAN を利用したことにより他の利用者及び第三者に損害が生じた場

合、利用者は、利用者としての資格喪失後であっても、すべての法的責任を負うものとし、

図書館は一切の責任を負わないものとする。 

７ 図書館は、当無線 LAN の適切な利用を図るため、利用者のアクセスログを記録、又は

特定の Web サイトへの接続を制限することができる。 

 

（本規定の変更） 

第 13 条 本規定の内容は、図書館が必要と判断した場合には、利用者の承諾を得ることな

く、変更することができるものとする。変更にあたっては、十分な周知期間を設けることと

し、変更後に無線 LAN を使用した場合、利用者は、当該変更について同意したものとみな

す。 

 

附則 

本規程は、令和６年４月１日から施行する。 

大泉町立図書館 


